
実績報告について 

■施策の方向一覧

基本目標 施策の方向 施策の方向性 

１ 
家庭における子育てへの

支援 

多様な子育て支援サービス環境の

整備 

身近なところで気軽に子育て中の保護者と子どもが集まれる場所を増やし，子育てに関する知りたい情報を手に入れることができるよう，きめ細かな内容を提供するとともに，発信の方法を検討し，

子育ての楽しさを感じてもらえるよう家庭を支える仕組みを築いていきます。 

ひとり親家庭の自立支援 支援に漏れがないよう制度の周知を継続して行うとともに，子育て支援や生活支援，就労支援，経済的支援等，総合的な支援に努めます。 

子育て家庭への経済的支援 経済的な理由で子どもを産み育てることが困難な状況にならないよう引き続き各種手当等の経済的支援を充実します。 

親と子どもの健康の確保 
関係機関と連携を強化しながら，健康診査，健康相談等の母子保健事業をきめ細かく実施していくとともに，子育て家庭が自信とゆとりを持って楽しく子育てができるよう，安心して相談や交流ができ

る場を提供します。 

子育ての悩みや不安への支援 
身近な相談相手として地域の民生児童委員や子育てセンターのアドバイザーが，引き続き，保護者の孤立を防ぎ，悩みを抱え込まないよう，必要な情報提供・助言等の取組を進めます。また，新たに

子育て支援員を配置し，体制の充実を図るとともに関係機関との連携調整を行います。 

要保護児童への支援 
子どもの最善の利益を尊重し，すべての子どもと家庭を対象とした相談・支援について充実を図るとともに，養育支援を必要とする家庭を早期に把握し，地域の子育て支援を活用して虐待を未然に防

ぐほか，虐待の早期発見，早期対応に努め，関係機関等との連携を行い，支援の充実を図ります。 

２ 

子どもの健やかな発達を

保障する教育・保育の提

供 

就学前教育・保育の体制確保 
地域の状況に応じた対応策として，市立幼稚園と市立保育所の適正な規模についての整備検討を行います。また，保護者の就労に関わらず等しく質の高い教育・保育を提供することができる認

定こども園の整備を推進し，３歳児の教育ニーズにも対応していきます。 

その他，教育・保育施設間での交流やそこで働く人々に対する研修を実施し，資質の向上等を図ることにより就学前の子どもの健やかな成長を支援します。 

小学校への円滑な接続 
小学校への円滑な接続が行えるように，すべての子どもに平等に質の高い教育・保育を提供できるようにし，関係職員の資質向上のための研修，交流等の連携を強化していきます。 

また，小学校，就学前教育・保育施設，家庭及び地域との連携にも引き続き取り組みます。 

３ 
すべての子どもの育ちを

支える環境の整備 

地域における子どもの居場所づくり

の推進 

地域の中で安心して子ども同士が交流できる場として，公的施設を有効活用できるよう努め，今までの事業参加型だけでなく，自主性を重んじ，自由に活動や学習又は遊びができる子どもの居場所

づくりを積極的に推進します。 

安全・安心なまちづくりの推進 
誰もが安全・安心に，そして快適に暮らせるまちづくりを目指し，福祉のまちづくりを推進するとともに，関係機関との連携・協力の強化を図り，交通事故等防止対策を推進します。 

子ども自らが危険回避できる力を養うための防犯・防災教育や，警察，行政，保育所，学校園，地域等の連携や協力による防犯，交通事故対策等に今後も引き続き取り組み，危機管理を強化してい

きます。 

配慮が必要な子どもとその保護者

への支援 

障がいのある子どもとその保護者に対しては，一人一人の障がいの状況に応じた，きめ細かな支援を行っていくとともに，障がいのある子どもが地域の中で安心して生活できるよう，保健，医療，

福祉，教育等の各種施策の円滑な連携により，総合的に取り組みます。 

また，日本語指導や生活面等で特段の配慮が必要な子どもやその保護者への支援についても，それぞれの課題に応じて取り組みます。 

４ 
仕事と子育ての両立の推

進 

仕事と子育ての両立を図るための

環境の整備 

仕事と子育てを両立する上で，保育サービスの充実に加え，事業所における子育てへの支援が重要になります。仕事優先型の働き方の見直しや子育てしやすい職場環境づくりを浸透，定着させ

ることができるよう，市民や事業主に対する意識啓発を進めていきます。 

また，次世代育成支援対策推進法が平成 37 年３月までの 10 年間の時限立法として延長されたことを受け，事業主に対し，一般事業主行動計画の策定を周知します。 

産休・育休からの復帰が円滑にでき

る環境の整備 

女性が働きながら子育てを行うために，保育サービスなどの充実は必要不可欠であることから，保育所，認定こども園及び地域型保育事業の整備による待機児童の解消に努め，受皿を確保する

とともに，子どもにとって良好な保育環境となる質の確保に努めます。 

また，保護者が産休・育休から希望する時期に復職できるよう，新たに利用者支援事業を実施し，適切な助言を行います。 

■報告イメージ 

各所管課の実績を，施策の方向ごとにまとめる 

基本目標１ 家庭における子育てへの支援 施策の方向１ 多様な子育て支援サービス環境の整備 

施策の方向性 
身近なところで気軽に子育て中の保護者と子どもが集まれる場所を増やし，子育てに関する知りたい情報を手に入れることができるよう，きめ細かな内容を提供するとともに，発信の方法を検討し，子育ての楽しさを

感じてもらえるよう家庭を支える仕組みを築いていきます。

担当課 施策の方向性を踏まえた事業等の実施状況と今後の課題（目標） 

１ 

子育て推進課（こども） 関連事業を通して，施策の方向性に記載されている内容が推進されたか等の実施状況及び今後の課題の報告

実施事業 
№1「子育て援助活動支援事業」 №2「子育て短期支援事業」 №3「養育支援訪問事業」 №4「子育て情報の提供」 №5「ふれあい冒険ひろば」  

№6「子育て講演会，講座」 №8「子育て講演会，講座」 №9「子育て支援センター」 №10「あい・あいる～む」 №11「地域子育て支援拠点事業」 

２ 
子育て推進課 同様に，施策の方向ごとの報告

実施事業 №4「子育て情報の提供」 №12「保育所における地域子育て支援」  
（以下省略） 
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